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■ 平成２７年度 南部町放課後児童クラブ児童募集のお知らせ ■ 
町内３つの放課後児童クラブ（あいみ児童クラブ・ひまわり学級・東西町放課後児童クラブ）で、平成２７年度

利用の児童を募集します。 

【対象児童】平成２７年４月１日現在、町内の小学校に在籍する児童で放課後、家庭での保育に欠ける児童。 

【募集クラブ・定員】 

◎ひまわり学級（プラザ西伯）定員 60 名 

◎あいみ児童クラブ（会見農村環境改善センター）定員 60 名  

◎東西町放課後児童クラブ（東西町集会所：主に東西町在住児童）定員 20名（平日利用時 10名） 

【入級条件】入級する児童の保護者いずれもが、次のどれかの事情にある場合で、かつ同居の親族その他の者が、

児童を保育できないと認められる場合です。 

①居宅外労働・・・・昼間、居宅外で働いている 

②居宅内労働・・・・昼間、居宅内で子どもと離れて家事以外の仕事をしている 

③疾病・障がい・・・病気・怪我、または心身に障がいを有している 

④同居親族の介護・・長期にわたって同居の親族の介護に常時あたっている 

⑤その他・・・・・・前各号に類すると町長が認める状態にある 

【選考基準】 入級条件にあてはまる方で、学年や保護者の就労状況、世帯状況等の選考基準で判定します。 

【利用可能時間】 平日/放課後から 18:30まで  長期休業中、第１・第３土曜日/8:00～18:30まで 

【利用料等】●月額①3,500 円（18:00 まで）②4,000円（18:30まで） 

  土曜利用 700円追加 長期利用 年間追加額 7,000 円 

●長期のみ利用①13,080円（18:00まで）②13,930円（18:30まで） 

兄弟で同時利用の場合は、２人目から上記金額の半額となります。 

※おやつ代・教材費 それぞれの学級で別途 1,000円～1,500円必要です。 

【申込書の配布・受付場所】 

・新１年生は各保育園で入級申請のための用紙を受け取り、記入の上、役場町民生活課へお申し込みください。 

・現在小学生の方は各学童又は町民生活課で入級申請のための用紙を受け取り、記入の上、町民生活課へお申し

込みください。 

・東西町放課後児童クラブへ入級を希望される方は、東西町地域振興協議会へお申し込みください。 

※１２月１５日(月)から案内・申請書の配布と申し込みを開始します。（詳細は案内をご覧下さい。）  

【締め切り】１月２３日（金） 

【問い合わせ先】町民生活課 町民サービス推進室 TEL ６４－３７８１ 

■ １月１０日は「１１０番の日」 ■ 

～適正な１１０番の利用をお願いします。～ 

警察では、緊急に対応が必要な事件・事故の１１０番通報を受け、警察官を現場に向かわせて事案対応に

当たります。 

１１０番通報では、担当者が、 

○ 何がありましたか？ 

○ 場所はどこですか？ 

○ いつのことですか？ 

○ 犯人の特徴は？ 

○ あなたのお名前、連絡先は？ 

など、警察活動に必要な内容をお尋ねしますので、落ち着いてお話ください。 

【事件・事故】「１１０番」 

【問い合わせ・相談】警察総合相談電話「＃９１１０」をご利用ください。 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。 

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり介護についての相談・助言を

受けることができます。 

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。 

【 日 時 】１月１６日（金） 午前１０時～１２時 

【 場 所 】健康管理センターすこやか 

【 参 加 費 】１００円（茶菓代） 

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）TEL ６６－５５２４ 

 

■ 南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金について ■ 
南部町耐震改修促進計画に基づく耐震化を促進し、震災に強いまちづくりを推進するため、一戸建て住宅の耐震

診断・改修設計・耐震改修を実施される方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

【対象となる建物】 

○町内に存する一戸建て住宅で、次のいずれにも該当するもの 

  ・昭和５６年５月３１日以前に建築されたものであること 

  ・補助金の交付申請の時点において、建築基準法第 9条第 1項の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じ

られていないこと 

・改修設計・耐震改修の場合、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること 

・国及び地方公共団体以外の者が所有するものであること 

※補助事業が耐震改修である場合は、以下の条件を追加 

・特定行政庁から地震に対して安全な構造とするべき旨の勧告を受けていること 

【補助金の額】 

○耐震診断 耐震診断に要する経費の３分の２の額（上限額５万６千円） 

○改修設計 耐震設計に要する費用の３分の２の額（上限額１６万円） 

○耐震改修 耐震改修工事に要する費用の３３パーセントまたは４３パーセントの額（上限額１００万円） 

【予定戸数】 

○耐震診断 ２戸 ○改修設計 １戸 ○耐震改修 １戸 

【受付期間】 

○平成２６年１２月１日(月)～平成２７年１月１５日(木) 

【その他】 

○募集件数を超えた場合は抽選とし、受付期間中に募集件数に満たない場合は、残りの件数分を先着順で受付し

ます。 

 【問い合わせ・申込先】 

 ○総務課 TEL ６６－３１１２ FAX ６６－４８０６ 

    



 

■ 『子育て応援ポイント対象事業』 開催のお知らせ ■ 
12／14～1／22までに行う『子育て応援ポイント対象事業』の開催日程をお知らせします。 

この事業に参加された方（保護者や地域の方）には『子育て応援ポイントカード』に参加ポイントを押印します。集

めたポイント数に応じて、絵本や木のおもちゃなど、ステキな賞品と交換できます。 

日にち 時 間 場 所 対 象 事 業 

12月 18日（木） 
10 時～11時 

子育て総合支援センター 

のびのび 

☆のびのびクリスマス会 

※要予約（のびのび TEL ６６－４４０３） 

19 時～20時 法勝寺図書館 ☆手話講座 

12月 19日（金） 10 時～12時 
健康管理センターすこやか ☆にじいろポケット 

総合福祉センターいこい荘 ☆かきっこクラブ 

12月 21日（日） 
10 時～11時 45 分 プラザ西伯 

☆しあわせクリスマス会 

※要予約（しあわせ TEL ６６－５４００） 

10時 30分～11 時 天萬図書館 ☆おはなし会 

1 月 15日（木） 9 時 30分～11時 ひまわり保育園 ☆子育て支援行事 あいあい 

1 月 16日（金） 10 時～12時 天萬図書館 ☆にじいろポケット（読み聞かせ） 

1 月 18日（日） 10 時～11時 30 分 町民体育館 ☆親子でなわ飛びに挑戦 

【問い合わせ先】 健康福祉課 少子化対策・子育て支援室 

（健康管理センターすこやか内） TEL ６６－５５２４ 
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■ 水道管にも冬の支度を ■ 
冬場に気温がマイナス３℃以下になると、水道管が凍結し破損することがあります。 

屋外に露出している水道管は特に注意が必要です。ご自宅の水道は大丈夫でしょうか？ 

天気予報に注意して水道管を凍結から守りましょう。 

【水道管の凍結を防ぐには】  

水道管の露出している部分を保温材などで保護してください。保温材には、取り付けが簡単な市販品もあ

ります。太陽熱温水器は使用の時期が終わりましたら、水抜きをしておいてください。 

【水道管が凍ってしまったら】   

水道管が凍結して水が出なくなったときは、蛇口を開いて凍結した部分にタオルや布巾をかぶせ、その上

からぬるま湯をかけてゆっくり溶かしてください。熱湯を急にかけると、水道管が破裂することがあります。 

【水道管が破裂したら】   

水道管の凍結破損の多くはパイプ部分です。破損か所を発見したときは、止水栓を止めてください。雪が

降り始めるまでに、止水栓の位置を確認しておいてください。雪が積もっても止水栓の位置が分かるように、

表示板を立てておくのも一つの方法です。破損した場合の修繕は給水指定工事店へ依頼してください。 

【その他】 

長期間、家を留守にする場合は、止水栓を止めておくことをお薦めします。 

【問い合わせ先】上下水道課 TEL ６６－４８０７ 

■ 本人通知制度の登録期間更新をお願いします ■ 
・本人通知制度とは、住民票の写し等(本籍地、筆頭者記載のもの)や戸籍謄本等を本人の代理人又は第三者に交

付した場合に、その事実について、事前に登録された方へ通知する制度です。 

・この制度を実施することにより、委任状偽造による不正請求の防止や、不要な身元調査のための不正取得によ

る個人の権利侵害の防止効果を期待できます。 

・登録期間は、登録日の翌日から２年を経過した日の属する年の１２月３１日までです。平成２４年に登録をさ

れた方で、登録期間の更新を希望される方は町民生活課までお願いします。 

【制度の流れ】 

①事前登録(再登録) 

        ・通知を希望する人が事前に町民生活課へ登録の申請をしていただきます。 

②代理人・第三者からの住民票の写しや戸籍謄抄本等の交付請求 

        ・交付請求者に対し、審査のうえ交付します。 

③通知登録者に対して交付した事実を通知します。 

        ・事前に登録した人に、交付した事実を通知します。 

【登録できる方】南部町に本籍がある方、または南部町に住民登録のある方 

【 登 録 方 法 】登録を希望される方は本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)をお持

ちの上、法勝寺庁舎町民生活課または天萬庁舎町民生活課で登録の手続きをお願いします。 

(登録は無料です。) 

【登録更新時期】登録期間満了日の２ヶ月前から受け付けます。 

【 そ の 他 】登録をされても第三者に交付しないわけではありません。 

【問い合わせ先】町民生活課 町民サービス推進室 TEL ６６－３１１４ 

■ 鳥取県立産業人材育成センター生徒募集のお知らせ ■ 
【平成２７年度入校生募集科と募集定員】 

科名 実施校 期間 募集定員 取得資格・技能等 

コンピューター制御科

（専攻科） 
倉吉 ２年 １５名 

ＣＰによる設計･製作、保守管理、基本情報技術者、 

ＣＡＤ利用技術者 

コンピューター制御科 倉吉 １年 １０名 ＣＰによる設計･製作、保守管理、Ｃ言語プログラミング 

土木システム科 倉吉 １年 ９名 測量、施工管理、建設機械運転、ＣＡＤ利用技術者試験 

木造建築科 倉吉 １年 １０名 木造施工、３級技能検定「建築大工」、玉掛け技能講習 

自動車整備科 米子 ２年 ５名 ２級自動車整備士、溶接技能、危険物取扱者等 

設計・インテリア科 米子 １年 １７名 ＣＡＤトレース技能、インテリアコーディネーター等 

デザイン科 米子 １年 １３名 広告デザイン、Web デザイナー、色彩検定等 

【対象者及び出願手続き】○高等学校卒業見込みの方：願書等を実施校に直接提出 

○上記以外で１８歳以上の求職中の方（自動車整備科は高卒以上） 

ハローワークで手続きし、受付処理された願書等を実施校に提出 

【募集期間】 １月 ５日（月）～ ２月 ４日（水） 

【試験日】 ２月１３日（金） 

【授業料】 年間１１１，６００円（減免制度あり） 

【特  典】 ○保育料助成 

○遠隔地にお住まいで通校が困難な場合の支援（米子校のみ） 

（男性）寄宿舎(男子寮)設置  （女性）賃貸住宅家賃助成 

 ★倉吉校では、知的障がい者を対象（おおむね３５歳未満）とした１年間の職業訓練生（総合実務科）を 

同時募集（授業料は無料）。 

【問い合わせ先】  産業人材育成センター（旧高等技術専門校） 

   ※就職のために技能習得、資格取得をめざす方のための県立職業能力開発校です。 

米子校 TEL ０８５９－２４－０３７１ 倉吉校 TEL ０８５８－２６－２２４７ 

 

 



施　設 期　間 備　考

役場（法勝寺・天萬庁舎） 12/27～1/4

婚姻届、出生届、死亡届等の戸籍の届出は、左の
期間中も受け付けています。
・法勝寺庁舎：24時間
・天萬庁舎：（12/27、28、1/4）8:00～17:00
　　　　　　　 （12/29～1/3）8:00～22:00

公民館
（天萬庁舎、さいはく分館）

12/28～1/4 

町民体育館 12/29～1/3

農業者トレーニングセンター 12/29～1/3

ふるさと交流センター 12/28～1/4 

大国田園スクエア 12/27～1/5

図書館（法勝寺・天萬） 12/27～1/5

西伯病院 12/27～1/4 外来受付を休業します。

しあわせ 12/30～1/3 12/29の営業は17:00までとなります。

いこい荘・会見ドーム 1/1～１/3

交流会館 12/27～1/4

平成２６年～２７年　年末年始公共施設休館情報


